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行わない

書面にて事前調査結果報告書を作成 　　行う

対象外

　　対象

※１　床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事、請負代金の合計が100万円以上の建築物のリフォーム、

　　　請負代金の合計が100万円以上の工作物の解体・リフォーム

※２　大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱　特定建築物（解体床面積80平方メートル以上の建築物）が対象

※３　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

工事の規模は報告
義務の対象(※１)か

アスベスト含有建材の
有無

【石綿事前調査結果報告　届出先選定フロー】

書面にて事前
調査結果報告
書を作成
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建設リサイクル法(※３)の届出と共に
建築調整課へ届出 書面での届出は不要環境対策課へ届出

工事の規模は
大田区解体要綱(※２)

の対象か

石綿事前調査結果
報告システムに入力を行う

アスベスト除去作業は
大田区へ届出が必要か

石綿事前調査結果
報告システムに入力を行う

届出不要

解体工事や補修工事を計画

アスベスト(石綿)含有建材の有無の調査を実施

無


